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教育投資の現状

年齢０ ３ ６ ９ １２ １５ １８ ２２歳

年齢層別の教育費等の主な負担軽減策

就学援助
（学用品、学校給食、修学旅行費等。５８万円／９年

間）
※要保護・準要保護の平均。地方＋国費の額。

義務教育教科書無償給与
（教科書費の平均：小学校３千円／年、中学校４．５千

円／年）

(独)日本学生支援機構奨学金事業
（・無利子（大学・私立自宅外）：３、６．４万円／月か
ら選択）
（・有利子（大学）：３、５、８、１０、１２万円／月から選
択）

［幼稚園］ ［小学校］ ［小学校］ ［中学校］ ［高校］ ［大学］

義務教育の無償
（国公立学校における義務教育は無償（授業料不徴収））

奨学金事業
（・高校奨学金：
全都道府県で実施
月額例
自宅：国公立1.8万円、

私立3万円／月）

授業料の減免
（・すべての国立大学法人に減免制度あり。運営費交付金の算定
にあたって考慮）
（・私立大学が行う減免措置に対して、国が1/2以内を補助）
（・都道府県立高校の授業料減免を全ての都道府県で実施）
（・私立高校等が行う減免措置への都道府県の補助に対して、国
が1/2以内を補助）

幼稚園就園
奨励費補助

・生活保護世帯
公立２万円、
私立１５万円／

年
・市町村民税所得
割非課税世帯
私立１２万円／

年
（地方＋国費の額）

２１年度：3人目

以降の無償化を

実現
（注）対象は、夫婦

と子ども2人の世帯

で、年収680万円

以下の場合。

給与型の経済的支援
（・TA（ティーチング・アシスタント）：

一人当たり月額4.3万円）
（・RA（リサーチ・アシスタント）：一人
当たり月額5万未満52.8％、15万以

上20.3％）

［大学院］

義務教育費国庫負担金 1兆6483億円

私立高等学校等経常費助成費等補助 1039億円

地 方 財 政 措 置

私立大学等経常費補助
3218億円

※この他負担軽減策として、
税制措置：扶養控除（38万円の所得控除）等

福祉施策：児童手当（３歳未満一律１万円、３歳以上：第２子まで５千円、第３子以降１万円／月）
生活保護：生業扶助（高等学校等就学費）で高校の授業料等を支給（平成17年度から） 等

国立大学法人運営費交付金
1兆1695億円（△118億円）

学校への

主な支援



各学校段階における教育費負担をめぐる課題

☆生涯にわたる人格形成及び基礎教育の基礎を培うものとして、位置付け（教育基本法等改正）

・幼児教育の無償化に向けた検討が進行中（H20.5.18 今後の幼児教育の振興方策に関する研究会中間報告等）

・諸外国においても無償化の傾向
・アンケート調査等によれば、幼稚園費等の軽減に対する保護者のニーズは高い。→ 少子化対策にも資する
・実証研究や脳科学研究から教育的・社会的経済的効果が明らかに
・教育費に占める私費負担の割合は、国際的にみて極めて高い（日本５５．７％、OECD平均１９．８％）

幼児教育段階

☆義務教育であるという性質に鑑み、授業料や教科書は無償

・一方、就学援助の受給者は年々拡大
・就学援助（準要保護）がH17年に一般財源化
→ 自治体の財政力によって受給の格差の懸念

小学校・中学校段階

・高齢者と比べ
て、子ども、若
者への給付は
手薄だが負担
は重い

・子ども2人が同

時に大学教育
を受けると、費
用負担は可処
分所得の約3分
の１

・低所得者層に
おいて教育費
負担が圧迫

・対GDP比でも、
一般政府総支
出比でも、公財
政支出の割合
は、国際的に低
位。

全体

☆進学率が９８％に達しており、国民的な教育機関となっている。

・親の収入が多いほど大学進学率が高い傾向 → 格差固定化への懸念
・H17年より高校就学費の一部を生業扶助で支給（ただし、受給率は全高校生の１％のみ）
・授業料を滞納する生徒の比率が増加（ H19年度末→H20年度末で０．１％増）

高校段階

☆高度な教育研究を行い社会に貢献

・教育費に占める私費負担の割合は、国際的にみて極めて高い（日本６６．３％、OECD平均２６．９％）
・授業料を滞納する学生の比率が増加（H19年度末→H20年3月20日時点で0.2％増加）
・大学授業料は、過去30年間で物価指数と比べて大きく上昇

大学・大学院段階



論点 ： 機会の均等の確保や社会の活性化に向けて、適切な公財政負担はどうすべきか？

教育 ＝ 人生前半の「社会保障」 ＋ 社会の活力増進の原動力（将来への先行投資）

教育の費用負担について

教
育
投
資

私
的
効
果

公
的
効
果

教育を受けた者本人に帰属

広く社会全体に還元

（例）
・学力の向上
・進級卒業の促進
・ライフスキルの獲得
・社会性の獲得
・体力向上 等

（例）
・マクロ経済成長・税収増加
・社会的サービス向上
・公的支出抑制
・社会の流動性・公正性促進
・治安改善
・文化の伝達普及、国民統合、
・知識スピルオーバー 等

[受益者負担論]
教育を受けた者自身が
最大の受益者だから、費
用も本人が負担すべき。

[公財政負担論]
教育の効果は広く社会
全体に還元されるのだ
から、費用も社会全体で
負担すべき。

両者のバランス

（例）
・所得向上、雇用獲得、
貯蓄増大

・就労条件改善。
職業的移動能力向上

・社会移動達成
・健康増進 等

直接的 間接的

教育費用は誰が負担すべきか？

機会の均等
の確保

※OECD「学習の社会的成果」
（2008）を参考に整理


